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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用状況の確認・追跡が容易な電子チケットシ
ステムを提供する。
【解決手段】情報を表示する表示手段及び表示手段に重
ねて設けられ、同時に複数の位置に接触されたときに個
々の接触位置を検出可能な入力手段を有するタッチパネ
ルを備え、電子チケットを表示手段に表示するユーザ端
末と、入力手段に対する同時接触が検出可能な複数の按
部を有するスタンプと、を備える。ユーザ端末は、表示
手段に電子チケットを表示している状態で、スタンプの
按部により同時に接触されると、複数の接触位置を入力
手段により検出し、検出した接触位置が所定の条件を満
たす場合、電子チケットを使用済みである旨を示す描画
を行う。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を表示する表示手段、および前記表示手段に重ねて設けられ、同時に複数の位置に
接触されたときに個々の接触位置を検出可能な入力手段を有するタッチパネルを有し、電
子チケットを前記表示手段に表示するユーザ端末と、
　前記入力手段に対する同時接触が検出可能な複数の按部を有するスタンプと、を備え、
　前記ユーザ端末は、前記表示手段に前記電子チケットを表示している状態で、前記スタ
ンプの按部により同時に接触されると、複数の接触位置を前記入力手段により検出し、検
出した接触位置が所定の条件を満たす場合、前記電子チケットを使用済みである旨を示す
描画を行うことを特徴とする電子チケットシステム。
【請求項２】
　前記ユーザ端末と通信可能なサーバ装置をさらに備え、
　前記ユーザ端末は、検出した接触位置が所定の条件を満たす場合に、前記電子チケット
が使用されたことを前記サーバ装置に通知することを特徴とする請求項１に記載の電子チ
ケットシステム。
【請求項３】
　前記ユーザ端末と通信可能なサーバ装置をさらに備え、前記サーバ装置は、前記スタン
プの前記複数の按部の配置に関する情報と当該スタンプが対応する前記電子チケットとを
対応付けて格納し、
　前記ユーザ端末は、前記表示手段に前記電子チケットを表示している状態で、前記スタ
ンプが有する全ての按部が同時に接触したことを前記入力手段により検出すると、検出し
た接触位置が表示している電子チケットに対応するかを前記サーバ装置に照会し、対応す
る旨の応答があった場合に、前記表示手段において前記電子チケットが使用済みである旨
を示す描画を行うことを特徴とする、請求項１に記載の電子チケットシステム。
【請求項４】
　前記サーバ装置は、前記ユーザ端末からの照会に対し対応する旨の応答をする際に、当
該ユーザ端末のユーザにより当該電子チケットが利用されたことを記録することを特徴と
する請求項３に記載の電子チケットシステム。
【請求項５】
　前記サーバ装置は、前記ユーザに宛てて電子チケットを提供する情報提供部をさらに備
えることを特徴とする、請求項２から４のいずれか１項に記載の電子チケットシステム。
【請求項６】
　前記ユーザ端末は、前記表示手段に前記電子チケットを要求する旨の表示をしている状
態で、前記スタンプの全ての按部により同時に接触されると、複数の接触位置を前記入力
手段により検出し、検出した接触位置に対応する前記電子チケットの提供を前記サーバ装
置に要求し、
　前記サーバ装置は、前記ユーザ端末からの要求に応じて、接触位置に対応する電子チケ
ットを、要求元の前記ユーザ端末に提供することを特徴とする請求項５に記載の電子チケ
ットシステム。
【請求項７】
　情報を表示する表示手段、および前記表示手段に重ねて設けられ、同時に複数の位置に
接触されたときに個々の接触位置を検出可能な入力手段を有するタッチパネルと、
　電子チケットを前記タッチパネルの表示手段に表示するべく格納する情報記憶部とを備
えるユーザ端末において実行されるプログラムであって、
　前記ユーザ端末に、
　　前記電子チケットを前記表示手段に表示させる段階と、
　　前記表示手段に前記電子チケットが表示されている状態で、前記入力手段の複数の位
置に同時になされた接触の接触位置を検出する段階と、
　　検出した接触位置が表示されている電子チケットに対応している場合に、前記表示手
段において前記電子チケットが使用済みである旨を示す描画を行う段階と
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　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子チケットをスマートフォン等の携帯端末に向けて発行し、当該電子チケ
ットを使用したことを認識する電子チケットシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　商品の販売や集客を目的とした販売促進活動としてクーポンやポイントを付与するサー
ビスが従来から様々な形態で実施されている。一例として、クーポンを紙やインターネッ
トを介して配布する形態が挙げられる（たとえば特許文献１を参照）。この形態では、小
売店において顧客が購入するときにその小売店が発行したクーポンを店員に提示すること
で、当該クーポンの内容に応じた優待サービスが受けられる。なお、ポイントを付与する
形態として、購入証明印紙（シール）と印紙貼付用台紙を利用したものもある。これらの
形態のサービスは、その実施に多額の費用を必要としないため、小売店単独でも容易に実
施できるという長所がある。
【０００３】
　また、音楽、映画、スポーツ等の各種イベントの入場券、交通機関の利用券、事前に購
入された商品の引換券などもインターネット等を介して電子チケットという形態で利用者
の携帯端末に発行され、電子チケットを提示することでイベント会場への入場や交通機関
の利用といったサービスを享受できる仕組みが実現されつつある。以下の説明では、電子
的に発行されるクーポン、スタンプカード、イベントチケット、商品引換券等、インター
ネット等を介して電子的に発行されるクーポンやチケットを総称して「電子チケット」と
いう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１５７１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されたような形態ではどの顧客がいつ・どこで・どの
クーポンを利用したか、顧客１人当たりの売上及びそれに応じて発行されたポイント等の
データを把握することが容易ではない。このため、小売店側がクーポンやポイントを販売
促進の方法として効果的かつ効率的に利用することは実際には困難である。また、イベン
トチケットの使用状況を確認・追跡することも同様に困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明は上記の課題を解決することのできる電子チケットシステムを提供する
ことを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせ
により達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の形態に係る電子チケットシステムは、情報
を表示する表示手段、および表示手段に重ねて設けられ、同時に複数の位置に接触された
ときに個々の接触位置を検出可能な入力手段を有するタッチパネルを有し、電子チケット
を表示手段に表示するユーザ端末と、入力手段に対する同時接触が検出可能な複数の按部
を有するスタンプと、を備え、ユーザ端末は、表示手段に電子チケットを表示している状
態で、スタンプの按部により同時に接触されると、複数の接触位置を入力手段により検出
し、検出した接触位置が所定の条件を満たす場合、電子チケットを使用済みである旨を示
す描画を行う。
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【０００８】
　電子チケットシステムは、ユーザ端末と通信可能なサーバ装置をさらに備えるとよい。
そして、ユーザ端末は、検出した接触位置が所定の条件を満たす場合に、電子チケットが
使用されたことをサーバ装置に通知するように構成するとよい。
【０００９】
　また電子チケットシステムが、ユーザ端末と通信可能なサーバ装置をさらに備える場合
において、サーバ装置は、スタンプの複数の按部の配置に関する情報と当該スタンプが対
応する電子チケットとを対応付けて格納し、ユーザ端末は、表示手段に電子チケットを表
示している状態で、スタンプが有する全ての按部が同時に接触したことを入力手段により
検出すると、検出した接触位置が表示している電子チケットに対応するかをサーバ装置の
スタンプデータベースに照会し、対応する旨の応答があった場合に、表示手段において電
子チケットが使用済みである旨を示す描画を行ってもよい。この場合、サーバ装置は、ユ
ーザ端末からの照会に対し対応する旨の応答をする際に、当該ユーザ端末のユーザにより
当該電子チケットが利用されたことを記録するとよい。また、サーバ装置は、ユーザに宛
てて電子チケットを提供する情報提供部をさらに備えるとよい。
【００１０】
　ユーザ端末は、表示手段に電子チケットを要求する旨の表示をしている状態で、スタン
プの全ての按部により同時に接触されると、複数の接触位置を入力手段により検出し、検
出した接触位置に対応する電子チケットの提供をサーバ装置に要求し、サーバ装置は、ユ
ーザ端末からの要求に応じて、接触位置に対応する電子チケットを、要求元のユーザ端末
に提供するとよい。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の第２の形態に係るプログラムは、情報を表示する
表示手段、および前記表示手段に重ねて設けられ、同時に複数の位置に接触されたときに
個々の接触位置を検出可能な入力手段を有するタッチパネルと、電子チケットを前記タッ
チパネルの表示手段に表示するべく格納する情報記憶部とを備えるユーザ端末において実
行されるプログラムであって、前記ユーザ端末に、前記電子チケットを前記表示手段に表
示させる段階と、前記表示手段に前記電子チケットが表示されている状態で、前記入力手
段の複数の位置に同時になされた接触の接触位置を検出する段階と、検出した接触位置が
表示されている電子チケットに対応している場合に、前記表示手段において前記電子チケ
ットを使用済みである旨を示す描画を行う段階とを実行させる。
【００１２】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これ
らの特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】クーポン発行システム１０の構成を示す図である。
【図２】携帯端末２０の構成を示す図である。
【図３】スタンプ３０の構造を示す図である。
【図４】サーバ４０の構成を示すブロック図である。
【図５】クーポン情報のデータベースに格納されるデータの一例を示す図である。
【図６】クーポン発行システム１０を発行する手順を示すフローチャートである。
【図７】携帯端末２０に表示されるクーポン発行前の画面の一例を示す図である。
【図８】携帯端末２０に表示される未使用のクーポンの一例を示す図である。
【図９】クーポン発行システム１０を使用する手順を示すフローチャートである。
【図１０】使用済みのクーポンの表示例を示す図である。
【図１１】スタンプラリーシステムを使用する手順を示すフローチャートである。
【図１２】携帯端末２０に表示されるスタンプ押印前の画面の一例を示す図である。
【図１３】携帯端末２０に表示されるスタンプ押印後の画面の一例を示す図である。
【図１４】携帯端末２０に表示されるスタンプ押印前の画面の他の例を示す図である。
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【図１５】第３実施形態におけるサーバ４０の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［第１実施形態：クーポン発行システムへの適用例］
　以下、図面を参照して本発明の電子チケットシステムに係る第１の実施形態であるクー
ポン発行システム１０を説明する。
【００１５】
［クーポン発行システム１０の構成］
　図１は、クーポン発行システム１０の構成を示す図である。クーポン発行システム１０
は、携帯端末２０、スタンプ３０、およびサーバ４０を備える。携帯端末２０およびサー
バ４０は、それぞれ本発明のクーポン発行システム１０の構成要素として機能するための
アプリケーションを実行する。携帯端末２０とサーバ４０とは、インターネット等のネッ
トワークを介して通信可能とされる。スタンプ３０は、クーポン発行システム１０により
発行されるクーポンを利用可能な店舗に配置され、クーポンを発行するため、及び／また
は、使用済みとするために用いられる。
【００１６】
　図２は、携帯端末２０の構成を示す図である。携帯端末２０は、アプリケーションの演
算処理を実行するＣＰＵなどの演算装置２１と、情報を記憶するＲＡＭやハードディスク
などの記憶装置２２と、ディスプレイ（画面）などの表示装置２３と、演算装置２１の処
理結果や記憶装置２２に記憶する情報をインターネットやＬＡＮなどのネットワークを介
して送受信する通信装置２４と、スタンプ３０が有する配列情報を識別するマルチタッチ
対応のタッチパネルディスプレイ２５を備える。コンピュータ上で実現する各機能（各手
段）は、その処理を実行するための命令（群）が演算装置２１に読み込まれることでその
処理が実行される。各機能は、記憶装置２２に記憶した情報をその処理において使用する
場合には、該当する情報を当該記憶装置２２から読み出し、読みだした情報を適宜、演算
装置２１における処理に用いる。
【００１７】
　マルチタッチ対応のタッチパネルディスプレイとは、指やペン先などによる複数の点へ
の接触を検出することができるタッチパネルのことである。このマルチタッチ対応のタッ
チパネルディスプレイを搭載している携帯端末２０に対して本発明のスタンプ３０を接触
させる。なお、表示装置２３がマルチタッチ対応のタッチパネルディスプレイ２５の機能
を兼ねてもよい。なお、タッチパネルには種々の接触検知方式があるが、本実施形態では
タッチパネルディスプレイが、静電容量方式である場合を例に説明する。
【００１８】
　図３は、スタンプ３０の構造を示す図である。スタンプ３０は、本体部３０ａと、電極
３１と、持ち手３２と、押印面３３と、を備える。スタンプ３０の本体部３０ａは、上部
に持ち手３２が設けられるとともに、持ち手３２が設けられた側とは反対の底面が押印面
３３となる。押印面３３および本体部３０ａにおける押印面３３と平行な断面は四角形の
角印の形状に形成される。
【００１９】
　スタンプ３０は、携帯端末２０のマルチタッチ対応のタッチパネルディスプレイ２５に
同時に接触させることによりスタンプ３０の配列情報を検出させる按部である電極３１を
５つ備える。５つの電極３１は押印面３３に固定して設けられることで互いに所定の位置
関係を維持しており、携帯端末２０に同時に接触するとその位置関係が認識される。５つ
の電極３１のうち３つが押印面３３の四角形の３つの頂点付近に配置される。このような
電極３１の配置により、スタンプ３０の押印面３３がどのような向きでタッチパネルディ
スプレイ２５に接触されても、スタンプ３０の上下左右を認識することができる。電極３
１は円形で、導電性の素材で形成され、押印面３３に対して凸の構造となる。電極３１は
導電性の素材で形成される。また、電極３１および本体部３０ａは半透明の素材であるこ
とが望ましい。電極３１および本体部３０ａが導電性かつ半透明の素材であることにより
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、押印面３３にスタンプ３０をタッチパネルディスプレイ２５に押し当てたときに表示さ
れる画像を描画することで、スタンプ３０を携帯端末２０に接触させたときにあたかも描
画した画像が携帯端末上に押印されたように見せることができる。電極以外の部分は樹脂
等の絶縁性（非導電性）の素材で充填し、押印面が略平坦となるようにすることが好まし
い。これにより、電極が配置されない頂点があることによる、押印時のがたつきを防ぐこ
とができ、全ての電極を確実にタッチパネルディスプレイに同時に接触させることができ
る。電極の色と電極以外の部分を充填する素材の色は同色（例えば透明）とすることが好
ましい。これにより、電極位置を視認しにくくなり、スタンプの不正コピーを防ぐことが
できる。
【００２０】
　持ち手３２は、スタンプ３０を押印する際に持つ箇所である。持ち手３２は導電性の素
材で形成される。押印面３３は、電極３１を配置するための箇所であり、導電性の素材で
形成される。なお、上記のスタンプ３０の構成は静電容量方式のタッチパネルを用いたタ
ッチパネルディスプレイに対して用いるスタンプ３０として好適な素材および構成である
。携帯端末２０が他の方式のタッチパネルディスプレイを採用する場合には、スタンプ３
０はタッチパネルの方式に適した特性の素材および構成を採用すればよい。導電性を要さ
ない場合には、タッチパネルディスプレイへの同時接触を可能とする複数の非導電性の按
部がスタンプ３０の押印面３３に設けられてもよい。
【００２１】
　上述のとおり、スタンプ３０には指やペン先などで複数の点に触れたのと同様の効果を
タッチパネルディスプレイ２５に与えるように、押印面３３に電極３１が配置される。こ
の電極３１の配列情報はクーポン毎に異なるように設けられる。このため、電極３１の配
列情報によりクーポンの種類を識別することができる。また、携帯端末２０にクーポンを
表示させ、表示されているクーポンの画面に電極３１を接触させることでクーポンを使用
済みとして識別することができる。スタンプ３０の電極３１でタッチパネルディスプレイ
２５に触れるのと同様の接触を指先で行うことも可能であるが、携帯端末２０へ直接触れ
ることは衛生面や他者に携帯端末２０の画面を直接触れられるということに対するユーザ
のストレスを考慮すると、指先で配列情報を識別するのは適切ではない。また、スタンプ
３０で接触したのと同様の接触をペン先で行うことも可能であるが、ペン先で配列情報を
識別するのは適切ではない。上記のクーポン発行からクーポンの使用済み確認までは、ス
タンプ３０を用いて実行することに意味がある。
【００２２】
　図４は、サーバ４０の構成を示す機能ブロック図である。サーバ４０は、端末情報記憶
部４１、配列情報検索処理部４２、クーポン情報検索処理部４４、クーポン情報記憶部４
５、クーポン情報提供部４６を有する。これらの機能ブロックは、その処理を実行するた
めの命令（群）がＣＰＵ等の演算装置に読み込まれ実行されることにより、当該演算装置
、情報を記憶するＲＡＭやハードディスクなどの記憶装置、ネットワークインターフェー
ス等の通信装置を利用して実現される。
【００２３】
　端末情報記憶部４１は、ユーザの携帯端末２０の情報を記憶する。ユーザの携帯端末２
０の情報としては、携帯端末２０の識別情報、携帯端末２０から通信を受けた日時、携帯
端末２０の位置情報等がある。
【００２４】
　配列情報検索処理部４２は、ユーザの携帯端末２０から送信された電極３１の配列情報
を受け付け、電極３１より受け取った配列情報をクーポン情報検索処理部４４へ送る。ま
た、配列情報検索処理部４２は、クーポン情報記憶部４５に記憶されている配列情報から
、リクエストされた配列情報を検索して抽出する。
【００２５】
　クーポン情報検索処理部４４は、ユーザの携帯端末２０から送信されるクーポン取得の
リクエスト又は配列情報検索処理部４２から送信される配列情報を受け付け、クーポン情
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報記憶部４５に記憶するクーポン情報のうち、リクエストされたクーポン情報を検索して
抽出する。クーポン情報の検索の条件としては、ユーザの携帯端末２０から、当該ユーザ
の携帯端末２０に接触したスタンプ３０に配されている電極３１の配列情報を取得し、こ
れを用いるとよい。そして、取得した配列情報に対応するクーポン情報をクーポン情報記
憶部４５から検索する。
【００２６】
　クーポン情報記憶部４５は、クーポンに関する情報（単に「クーポン情報」ともいう）
を記憶する。図５にクーポン情報記憶部４５の一例を模式的に示す。クーポンに関する情
報としては、クーポンを識別するクーポン識別情報（スタンプ３０に配された電極３１の
配列情報、クーポンを識別するＩＤやクーポン名など）、クーポンを利用できる店舗識別
情報（店舗名や店舗を識別するＩＤなど）、クーポンで享受できるサービスの内容（たと
えば２０％ＯＦＦ、１品サービス、ドリンク１杯サービス、一人分料金無料など）、クー
ポンを利用できる店舗に関する情報（住所、電話番号など）、当該クーポンが対応づけら
れているイベント情報、イベントが開催されている場所の位置情報、イベントが開催され
ている場所から店舗までの経路を示す地図情報、未使用時のクーポンの券面画像、使用後
の券面画像、クーポンの配信期間、クーポンの利用期間、クーポンの利用上限（当該クー
ポンを利用できるユーザの数であり、当該クーポンの累積利用者数がこの数に達すると、
以後の利用ができなくなる）、クーポンの累積利用者数などがある。
【００２７】
　クーポン情報提供部４６は、ユーザの携帯端末２０からのクーポン情報の取得要求を受
け取り、当該取得要求に応じて、クーポン情報検索処理部４４が検索して抽出したクーポ
ン情報を、ユーザの携帯端末２０に送る。
【００２８】
［クーポン情報記憶部４５へのクーポン情報の登録］
　サーバ４０は、クーポン情報記憶部４５にクーポン情報を登録するための登録画面をク
ーポンの発行者等の管理者に提供する。管理者は例えばインターネットを介して登録画面
にアクセスし、上述のクーポン情報をクーポン情報記憶部４５に登録する。
【００２９】
　スタンプ３０に配された電極３１の配列情報は、管理者が携帯端末２０を介してクーポ
ン情報記憶部４５に登録する。サーバ４０は、スタンプ３０に配された電極３１の配列情
報を登録するためのスタンプ登録画面を管理者に提供する。管理者は、携帯端末２０を用
いて例えばインターネットを介してスタンプ登録画面にアクセスする。スタンプ登録画面
には登録しようとするスタンプを押し当てるための押印領域、スタンプを対応付けようと
するクーポンのクーポン識別情報の入力欄、登録を開始するための登録ボタン等が表示さ
れる。管理者は、クーポン識別情報を入力欄に入力し、登録ボタンに触れてスタンプの登
録が可能な状態とした後、スタンプを押印領域に押し当てる。携帯端末２０は、押し当て
られたスタンプ３０の電極３１の配列をタッチパネルディスプレイ２５により認識し、ク
ーポン識別情報と配列情報とを対応付けてサーバ４０に送信する。サーバ４０は、管理者
の携帯端末２０から受け取ったクーポン識別情報に対応付けて配列情報をクーポン情報記
憶部４５に登録する。
【００３０】
　なお、上述の例ではクーポン情報とスタンプの配列情報をクーポン情報記憶部４５にて
一括して管理したが、クーポン情報とスタンプの配列情報を別々に管理すると共に、クー
ポン情報記憶部４５において、クーポン識別情報に、当該クーポンに対応するスタンプの
識別情報を紐づけるようにしてもよい。クーポン情報とスタンプの配列情報を分けて管理
することで、既に登録してあるスタンプを複数のクーポンに割り当てたり、クーポンの有
効期間が過ぎた後に他のクーポンのスタンプとして再利用したりすることが容易となる。
【００３１】
［クーポン発行時の動作］
　次に、図６を参照して、クーポン発行システム１０にクーポンを発行するときの動作を
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説明する。図６はクーポン発行システム１０によりクーポンを発行する手順を示すフロー
チャートである。まず、ユーザが携帯端末２０上でアプリケーションを起動させる（ステ
ップＳ１００）。そして、アプリケーションを操作し、図７に示したようなクーポン発行
前の画面を携帯端末２０上に表示させ（ステップＳ１０１）、アプリケーションを操作し
、サーバにクーポン発行のリクエストを要求する。具体的には、スタンプを携帯端末２０
に接触させることによりリクエストを要求する（ステップＳ１０２）。そして、携帯端末
２０からサーバ４０へ電極３１の配列情報に紐付くクーポン発行のリクエストをする（ス
テップＳ１０４）。サーバ４０では、クーポン情報提供部４６により当該リクエストを受
け取り、配列情報検索処理部４２によって配列情報に対応するクーポン情報を検索して、
要求されているクーポン情報がサーバ４０に登録済みのものかを判定する（ステップＳ１
０６）。登録済みのクーポン情報であれば、サーバ４０はクーポン情報提供部４６により
携帯端末２０へクーポン情報を送信し（ステップＳ１０８）、携帯端末２０が当該情報を
受け取る（ステップＳ１１０）。携帯端末２０がクーポン情報を受け取ると、携帯端末２
０のタッチパネルディスプレイ２５上に図８に示されるようなクーポン発行後の画面を表
示させる（ステップＳ１１２）。
【００３２】
　一方、サーバ４０に未登録のクーポン情報の場合にはクーポンの認識ができないため（
ステップＳ１１４）、サーバ４０から携帯端末２０へ当該クーポンが利用できない旨の通
知がされ、携帯端末２０はこれを受け取る（ステップＳ１１６）。通知を受け取った携帯
端末２０は、クーポンが未登録である旨の表示をし（ステップＳ１１８）、処理を終了す
る。未登録のクーポンをリクエストした場合には、ユーザはクーポンを利用できない。し
たがって、例えばクーポンが利用可能な期間外である場合のような誤った利用を防ぐこと
ができる。またクーポンを偽造する等の不正を防止することができる。
【００３３】
　このように、クーポンの発行に本発明の電子スタンプを利用すると、ユーザにとってプ
レミアム感のあるクーポンを発行することができる。例えば、事前に来店した場合に限り
クーポンを配布する旨告知しておき、本発明の電子スタンプを店舗に備え付けておくこと
で、実際に店舗に来た人限定でクーポンを発行することができる。これにより、顧客が店
舗へ足を運ぶ動機づけを積極的に与えることが可能である。また、来店したユーザ限定で
のクーポンの発行が可能となる。これにより、来店しないとクーポンがもらえないという
プレミアム感をユーザに与えることができる。
【００３４】
　クーポン情報の検索条件としては、ユーザの携帯端末２０にスタンプ３０を接触させた
ときに、ユーザの携帯端末２０がスタンプ３０に配してある電極３１の配列情報を取得し
、その配列情報からクーポン情報をクーポン情報記憶部４５から検索する。また検索条件
として、携帯端末２０の位置情報を含めてよい。また検索条件としては、これ以外の条件
を設定できてもよい。
【００３５】
　クーポン情報検索処理部４４は、ユーザの携帯端末２０からのクーポン情報の検索処理
要求を受け付け、クーポン情報記憶部４５に記憶するクーポン情報のうち、該当するクー
ポン情報を検索結果としてクーポン情報提供部４６がユーザの携帯端末２０に送る。クー
ポン情報の検索の条件としては、以下３つがある。
【００３６】
　１つ目は、ユーザが来店した際に店員がユーザの携帯端末２０にスタンプ３０を接触さ
せ、ユーザの携帯端末２０がスタンプ３０に配してある電極３１の配列情報を取得し、配
列情報検索処理部４２が配列情報の検索処理要求を受け付け、クーポン情報記憶部４５に
記憶するクーポン情報のうち、該当するクーポン情報を検索結果としてクーポン情報提供
部４６がユーザの携帯端末２０に送る。
【００３７】
　２つ目は、ユーザが来店した際にユーザの携帯端末２０からクーポン情報検索処理部４
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４へクーポン取得要求を送信し、クーポン情報記憶部４５に記憶するクーポン情報のうち
、該当するクーポン情報を検索結果としてクーポン情報提供部４６がユーザの携帯端末２
０へ送る。
【００３８】
　３つ目は、クーポン情報記憶部４５に記憶するクーポン情報をサーバからユーザの携帯
端末２０へプッシュ通知する。通知する際の条件としては、端末情報記憶部４１に送信さ
れる携帯端末２０の位置情報等のユーザの携帯端末２０の情報とクーポン情報記憶部４５
に記憶するクーポン情報を突合させ、合致する情報がある場合にユーザの携帯端末２０へ
サーバ４０からクーポン情報の通知が送信されろ。例えば、携帯端末２０で取得した携帯
端末２０の位置情報が渋谷駅前とすると、クーポン情報記憶部４５が記憶するクーポン情
報のうちクーポンを発行している店舗の位置情報が渋谷駅前のクーポンを携帯端末２０へ
送る。その他、ユーザが希望するクーポンの種類（たとえば料理のジャンル（和食、中華
、イタリアン、フランス料理など）、飲食店の種類（ファミリーレストラン、ファースト
フード、丼屋、居酒屋、割烹、バー、中華料理店、イタリア料理店など）、飲食店の価格
帯など）をあらかじめ登録しておけば、それらを検索条件として含めてもよい。
【００３９】
　クーポンの発行は、まずサーバ４０にスタンプ情報であるスタンプ３０の電極３１の配
列情報とクーポンの内容を登録する。そして、これらスタンプ情報を携帯端末２０にイン
ストールされたアプリケーションがサーバ４０からインターネット等のネットワークを介
して取得し、クーポン情報を受け取る。そうすると携帯端末２０で起動しているアプリケ
ーション上に該当のクーポンが表示される。
【００４０】
　また、上述のようなスタンプ３０を押すことによるリクエストによる他、サーバ４０か
ら登録ユーザに電子メール等の手段を利用して、クーポン自体やクーポンのダウンロード
ページへのアクセス情報（ＵＲＬ等）を配信してもよい。配信先の登録ユーザを登録ユー
ザの属性情報や過去のクーポン利用履歴等に基づいて絞り込んでもよい。また、携帯端末
２０でアプリケーションを起動したときに、配信期間内のクーポンが自動的にダウンロー
ドされるようにしてもよい。
【００４１】
［クーポン利用時の動作］
　次に図９を参照してクーポン発行システム１０により発行されたクーポンを利用すると
きの動作を説明する。
【００４２】
　図９はクーポン発行システム１０により発行されたクーポンを利用する手順を示すフロ
ーチャートである。まず、ユーザが携帯端末２０上でアプリケーションを起動させる（ス
テップＳ２００）。そして、アプリケーションを操作し、携帯端末２０上に図８に示され
るような未使用のクーポンの画面を表示させる（ステップＳ２０２）。クーポンの利用数
に上限が設けられている場合には、画面内に例えば「残り５枚」等、残りの利用数を表示
するようにしてもよい。そして、クーポンが利用できる店舗でその画面を提示する。店舗
の従業員は、店舗独自の配列情報を配したスタンプの押印面を携帯端末２０の画面に接触
させる。すなわち、未使用のクーポンの画面が表示された状態で、タッチパネルディスプ
レイ２５に、本発明のスタンプ３０を接触させる（ステップＳ２０４）。すると、図３に
示したようなスタンプ３０に配されている配列情報を携帯端末２０が認識する（ステップ
Ｓ２０６）。認識された配列情報は携帯端末２０からサーバ４０へインターネット等のネ
ットワークを介して送信される（ステップＳ２０８）。サーバ４０は配列情報検索処理部
４２により当該配列情報を受け取り、クーポン情報検索処理部４４により配列情報に対応
するクーポン情報を検索して、クーポン情報記憶部４５に登録済みのクーポン情報か否か
を判定する（ステップＳ２１０）。サーバ４０に登録済みの配列情報の場合、登録されて
いる配列情報から該当のクーポンを認識し（ステップＳ２１２）、サーバ４０から携帯端
末２０へユーザが当該クーポンを使用したことをクーポン情報提供部４６より通知し、携
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帯端末２０はこれを受け取る（ステップＳ２１４）。通知を受け取った携帯端末２０は、
図１０のようなクーポンが使用済みである旨の表示（描画）をし（ステップＳ２１６）、
処理を終了する。これによりユーザは携帯端末２０上に表示されたクーポンを利用するこ
とができる。このように、登録済みのクーポンが利用されると、クーポンをいつ・誰が・
どこの店舗で利用したかを端末情報記憶部４１が把握し、これらの情報を端末情報記憶部
が蓄積する。店舗はこれらの情報を利用してマーケティングや販売促進活動を行ったり、
新たなクーポンの企画に活かしたりすることができる。
【００４３】
　上述のステップＳ２０８～Ｓ２１６の変形例として、携帯端末２０は、クーポン情報と
当該クーポンに対応する配列情報とを予め（例えばクーポン発行時に）対応付けて記憶し
ておき、押し当てられたスタンプ３０の配列情報を認識すると、表示中のクーポンに対応
する配列情報と照合して、対応するスタンプ３０が押し当てられたと判断した場合にクー
ポンが使用済みである旨の表示をするとともに、サーバにクーポンが使用された旨の通知
を送信してもよい。
【００４４】
　さらに他の例として、携帯端末２０は、表示中の（使用しようとする）クーポンのクー
ポン情報（例えばクーポン識別情報）と押し当てられたスタンプ３０の配列情報をサーバ
４０に送信し、サーバ４０において、使用しようとするクーポンに対応する配列情報を検
索すると共に押し当てられたスタンプ３０の配列情報と照合し、対応するスタンプ３０が
押し当てられたと判断した場合に、携帯端末２０に当該クーポンが使用済みである旨の表
示をするよう通知してもよい。
【００４５】
　一方、サーバ４０に未登録の配列情報の場合にはクーポンの認識ができないため（ステ
ップＳ２１８）、サーバ４０から携帯端末２０へ当該クーポンが利用できない旨の通知が
され、携帯端末２０はこれを受け取る（ステップＳ２２０）。通知を受け取った携帯端末
２０は、クーポンが未登録である旨の表示をし（ステップＳ２２２）、処理を終了する。
未登録のクーポンを提示した場合には、ユーザはクーポンを利用できない。したがって、
例えばクーポンが利用可能な期間外である場合のような誤った利用を防ぐことができる。
またクーポンを偽造する等の不正を防止することができる。
【００４６】
［第２実施形態：スタンプラリーシステムへの適用例］
　次に図１１を参照して、本発明の第２の実施形態であるスタンプラリーシステムについ
て説明する。スタンプラリーシステムの構成は、第１の実施形態で説明したクーポン発行
システム１０と同様、携帯端末２０、スタンプ３０、及びサーバ４０であり、動作・使用
手順に差異はあるものの、それ以外についてはクーポン発行システム１０と同様であるの
で共通部分についてここでの説明は省略する。
【００４７】
　スタンプラリーシステムは上述した第１の実施形態のクーポン発行システム１０と同様
、携帯端末２０、スタンプ３０、およびサーバ４０を備える。上述した第１の実施形態と
共通の事項については、ここでの説明を省略する。スタンプラリーの複数のチェックポイ
ントにチェックポイント毎のスタンプ３０が備え付けられる。
【００４８】
　図１１はスタンプ３０をスタンプラリーシステムに適用した場合の使用手順を示すフロ
ーチャートである。本手順の開始前に、スタンプラリーの参加者は、携帯端末２０にイン
ストールされたアプリケーションにおいて選択可能となっている参加可能な複数のスタン
プラリーの中から、自分が参加するスタンプラリーを選択しておく。スタンプラリー参加
者がチェックポイントに到着するとフローチャートに示された手順が開始される。まず、
携帯端末２０上でアプリケーションを起動させる（ステップＳ３００）。そして、アプリ
ケーションを操作し、携帯端末２０上に図１２に示されるような押印前のスタンプラリー
の画面を表示させる（ステップＳ３０２）。参加者は、チェックポイントに置いてあるチ
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ェックポイント独自の配列情報を配したスタンプ３０の押印面を携帯端末の画面に接触さ
せる。すなわち、押印前のスタンプラリーの画面が表示された状態で、タッチパネルディ
スプレイ２５に、スタンプ３０を接触させる（ステップＳ３０４）。すると、図３に示し
たようなスタンプ３０に配されている電極３１の配列情報を携帯端末２０が認識する（ス
テップＳ３０６）。認識された配列情報は携帯端末２０からサーバ４０へインターネット
等のネットワークを介して送信される（ステップＳ３０８）。サーバ４０は当該配列情報
を受け取り、クーポン情報検索処理部４４により配列情報に対応するクーポン情報を検索
して、サーバ４０に登録済みの配列情報か否かを判定する（ステップＳ３１０）。このと
き、サーバ４０は、配列情報とともに参加しているスタンプラリーを識別する情報、参加
者を識別する情報、チェックポイントを識別する情報等を受け取ってもよい。サーバ４０
に登録済みの配列情報の場合、登録されている配列情報から該当のチェックポイントを認
識し（ステップＳ３１２）、サーバ４０から携帯端末２０へユーザが当該チェックポイン
トへ到着したことを通知し、携帯端末２０はこれを受け取る（ステップＳ３１４）。なお
、配列情報に基づき認識されたチェックポイントが、携帯端末から受け取ったスタンプラ
リーを識別する情報やチェックポイントを識別する情報に対応しない場合、サーバ４０は
当該チェックポイントへ到着したことを通知しないようにしてもよい。サーバ４０は、携
帯端末２０への通知とともに、いつ・誰が・どこのチェックポイントに到着したかを記録
する。通知を受け取った携帯端末２０は、図１３のようなチェックポイント到着済みであ
る旨の表示をし（ステップＳ３１６）、処理を終了する。これによりユーザは携帯端末２
０上に表示されたチェックポイントに到着したことを記録できる。このように、チェック
ポイントに到着すると、チェックポイントにいつ・誰が・どこのチェックポイントに到着
したかをサーバ４０が把握し、これらの情報を蓄積することができる。
【００４９】
　なお、図１２および図１３に示した携帯端末２０に表示させる画面では、一つの画面内
に１つのチェックポイントのみが表示されているが、図１４に示す変形例のように、一つ
の画面に複数のチェックポイントを表示させてもよい。一画面に複数のチェックポイント
を表示させることで、参加者にゴールまでの達成度を直感的に理解し易く提示することが
できる。
【００５０】
　スタンプラリーシステム１１はスタンプを押印する際にインクが不要で、かつ押し間違
いやスタンプの向きを考慮せずに、携帯端末２０上に適切なスタンプを押したような描画
を容易に行うことができる。また、チェックポイント自体に電源や通信装置等の設備を設
ける必要がなく、チェックポイント場所を設定しやすい。上記の点から、小売店のような
スタンプラリーのためにスペースを設けることが困難な施設でも容易にかつ多数のチェッ
クポイントを設定することができ、顧客を小売店内で回遊させることができる。
【００５１】
　一方、サーバ４０に未登録の配列情報の場合にはチェックポイントの認識ができないた
め（ステップＳ３１８）、サーバ４０から携帯端末２０へ当該チェックポイントが認識で
きない旨の通知がされ、携帯端末２０はこれを受け取る（ステップＳ３２０）。通知を受
け取った携帯端末２０は、チェックポイントが未登録である旨の表示をし（ステップＳ３
２２）、処理を終了する。未登録のチェックポイントの画面を提示した場合には、参加者
はスタンプ３０を押印できない。したがって、例えば実際に到着しているチェックポイン
トと携帯端末２０に表示されている画面で不整合がある場合に、誤ってスタンプ３０が押
印されることがない。またチェックポイントに到着したことを偽造する等の不正を防止す
ることができる。
【００５２】
　図１１に示した手順によってすべてのチェックポイントでスタンプ３０を押した参加者
に対し、スタンプラリーシステムは、クーポンや景品を与えるとよい。例えば、すべての
チェックポイントでスタンプ３０が押されたことをサーバ４０が確認すると、自動的にク
ーポンを当該参加者の携帯端末２０に提供してもよい。また、すべてのスタンプが押され
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たことを示す画面をスタンプラリーの主催者等に提示したときに、景品やクーポンをもら
えるようにしてもよい。全てのスタンプが押されると、サーバ４０から携帯端末２０に、
全参加者の中で何番目に全チェックポイントへの到着を達成したかを示す順位情報が提供
され、当該順位情報に応じたクーポンや景品が与えられるようにしてもよい。
【００５３】
［第３実施形態：チケット処理システムへの適用例］
　次に本発明の第３の実施形態であるチケット処理システムについて説明する。チケット
処理システムは、音楽、映画、スポーツ等の各種イベントの入場券、交通機関の利用券な
どの各種チケットを発行し、使用済みとする消込を行うシステムである。チケット処理シ
ステムの構成は、第１の実施形態で説明したクーポン発行システム１０と同様、携帯端末
２０、スタンプ３０、及びサーバ４０であり、動作・使用手順に差異はあるものの、それ
以外についてはクーポン発行システム１０と同様であるので共通部分についてここでの説
明は省略する。
【００５４】
　図１５に示したように、本実施形態のサーバ４０は、端末情報記憶部４１、チケット情
報記憶部４７、スタンプ情報記憶部４８、チケット発行処理部４９等を有する。
【００５５】
　チケット情報記憶部４７は、チケット識別情報に対応付けて、チケットの名称、チケッ
トの券面の情報（使用前後の画像や文字情報）、チケットの金額、チケットの利用期間、
イベントにおける座席位置、当該チケットに対応付けられたスタンプ３０のスタンプ識別
情報等を格納する。個々のチケットには、複数のスタンプ識別情報が対応付けられてもよ
い。また、複数のチケットに共通のスタンプ識別情報が割り当てられてもよい。
【００５６】
　スタンプ情報記憶部４８は、スタンプ識別情報とスタンプ３０に配された電極の配列を
示す配列情報とを対応付けて格納する。スタンプ情報記憶部４８にスタンプ３０を登録す
る方法は、第１実施形態のクーポン発行システムにおいてクーポン情報記憶部４５にスタ
ンプ３０を登録する場合と同様の手法とするとよい。
【００５７】
　チケット発行処理部４９は、チケット情報をユーザの携帯端末２０に発行・送信する。
チケット発行処理部４９は、チケットを第１実施形態のクーポン発行システムと同様の手
法により多数のユーザに無料で発行してもよいが、チケット購入の手続きを完了したユー
ザにのみ、チケットを発行するようにしてもよい。この場合、サーバ４０のチケット発行
処理部４９は、購入手続きが完了したユーザに、チケット情報（例えば、チケットの名称
、チケットの券面の情報（画像や文字情報）、チケットの金額、イベントにおける座席位
置等）あるいはチケットデータのダウンロードサイトのＵＲＬを送信する。
【００５８】
　以下では音楽イベントの入場券を発行し、発行したチケットをイベント会場で利用する
場合を例に、チケット処理システムの使用方法を説明する。
【００５９】
　ユーザは、所定の手続きを経てチケットを購入し、携帯端末２０のアプリケーションに
購入したチケットのチケット情報を取り込む。そしてチケットの提示が必要なタイミング
で携帯端末２０のタッチパネルディスプレイに当該チケットを表示して提示する。チケッ
トが表示されたタッチパネルディスプレイに対し、入場券の消込を行うイベントスタッフ
が当該イベント用のスタンプを押し当てることで、入場券が使用済みとされる。消込の処
理を行う際に、サーバ４０と携帯端末２０とは、消込が行われたチケットの情報、消込を
行った日時、消込を行った場所、等を送受信する。そして、表示しているチケットと押し
当てられたスタンプとが対応するか、消込が行われた時刻が入場券の利用期間内か、等が
判定され、すべての条件が満たされたときのみ消込が実行される。条件の判定は、携帯端
末２０にて行ってもよいし、サーバ４０で行ってもよい。また、判定の一部を携帯端末２
０にて行い、残りをサーバ４０で行ってもよい。条件が満たされないときには、表示、音
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きる。
【００６０】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
できることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術
的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
【００６１】
　例えば、上記の実施形態において、配列情報とそれに対応するクーポン情報、チェック
ポイント、あるいはチケット情報とは、サーバ４０において対応付けて格納され、携帯端
末２０から受け取った配列情報とクーポン情報、チェックポイント、あるいはチケット情
報との対応関係の適否をサーバ４０において判定しているが、配列情報とそれに対応する
クーポン情報やチェックポイントの情報を携帯端末２０に格納しておき、携帯端末２０が
自ら対応関係の適否を確認するようにしてもよい。
【００６２】
　また、上記の各実施形態では、スタンプを押し当てることによりクーポンやチケットを
使用済みとするための消込処理を行う場合を例に説明したが、消込処理を実行するための
操作として、スタンプを押し当てる以外の方法を選択可能としてもよい。例えば、所定の
暗証番号を入力する、バーコードや２次元コード（例えばＱＲコード（登録商標））を読
み込む、所定のパターンや波長の音をマイクから入力する、携帯端末２０のタッチパネル
ディスプレイに消込処理を実行するための予め定められた操作を行う、等の方法を選択可
能としてもよい。例えば、クーポン情報記憶部４５やチケット情報記憶部４７において、
クーポンやチケットの識別情報と対応付けて利用する消込方法を格納するとよい。
【符号の説明】
【００６３】
１０　クーポン発行システム
２０　携帯端末
３０　スタンプ
４０　サーバ
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